
豊田工業高等専門学校学寮給食，一般食堂及び売店業務委託に関する公募要領 

 

 「豊田工業高等専門学校学寮給食，一般食堂及び売店業務委託」に係る参加表明書及び企画提案書

の提出に関する詳細は下記によるものとする。 

 

記 

 

１ 事業名 

  豊田工業高等専門学校学寮給食，一般食堂及び売店業務委託 

 

２ 事業の趣旨 

   本校の学寮食堂は，中学校を卒業後初めて親元を離れて生活する寮生が生活を営む場であり，

また一般食堂は，昼食等を持参していない学生，教職員及び来校者等が利用するために欠かすこ

とのできない福利厚生施設となっている。 

   このことから，栄養バランスの取れた質の高く，かつ家庭的な食事を安全に寮生等に対して提

供する必要があるため，専門的知識及び技術を有する事業者に学寮給食並びに一般食堂業務を委

託し，併せて学生生活及び寮生活に必要な文具類，生活用品のほか，食料品や各種サービスを適

切な価格で学生等に提供するため，併設される売店業務を委託し，本校の福利厚生を充実させる

ことを目的とする。 

 

３ 事業の内容 

（１） 事 業 期 間  令和２年４月１日から令和５年３月３１日までとする。 

            ただし，事業期間満了から４ヶ月以上前に受託者から契約更新の申し出が

あり，本校が業務を審査し，良好で適格であると判断した場合には１年毎に

更新できるものとする。その場合の延長期間は最長で令和７年３月３１日ま

でとする。 

（２） 本校の学寮給食業務並びに一般食堂及び売店業務の運営（詳細は実施細目による。） 

     学寮給食業務 １日３食（閉寮期間を除く約１４０日），１食あたり約６００名 

            金曜日の夕食，土・日・祝日・休日及び学校休業日は希望者への食券制等

で対応 

 一般食堂業務 豊田高専カレンダーによる開校日（約２４０日）の昼食及び夕食 

     売 店 業 務 豊田高専カレンダーによる開校日（約２４０日）及び土曜日 

 

４ 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１） 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則（独立行政法人国立高等専門学校機構

規則第４１号）第４条及び第５条の規定に該当しない者であること。 

（２） 国の競争参加資格（全省庁統一資格）において，令和元年度に東海・北陸地域の「役務の提

供等」のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級に格付けされている者であること。 

（３） 契約担当役から取引停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４） 事業実施にあたり，法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合は，

その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。 



（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年五月十五日法律第七十七号）第

２条第２号から第４号まで又は第６号の規定に該当する者でないこと。 

 

５ 業務内容等説明会の開催 

  企画提案者に対し，業務内容等説明会を開催する。 

（１） 開催日時 令和元年１１月７日（木）１４時００分 

（２） 開催場所 豊田工業高等専門学校 インキュベーションセミナー室 

（３） そ の 他 出席者は名刺及び事業概要が記載されたパンフレット等を提出すること。 

    ・業務内容等説明会に出席しなかった企画提案者は参加表明書及び企画提案書の提出ができ

ないものとする。 

    ・施設の事前確認を希望する場合は，説明会開催前日までに申し出ること。 

    ・施設内の清潔な環境保持のため，内履き及びヘアキャップ等をご持参ください。 

 

６ 参加表明書の提出 

（１） 本企画競争に参加を希望する者は，下記の７（１）へ企画競争参加表明書を持参，郵送又は

ＦＡＸにより提出すること。（別紙様式１） 

（２） 提出期限 令和元年１１月１４日（木）１７時００分【必着】 

 

７ 企画提案書の提出方法等 

（１） 企画提案書の提出場所，企画競争の内容を示す場所並びに問い合わせ先 

     住 所 〒４７１－８５２５ 愛知県豊田市栄生町２丁目１番地 

     担 当 独立行政法人国立高等専門学校機構 

         豊田工業高等専門学校総務課調達係 

     電 話 ０５６５－３６－５９０８ 

     ＦＡＸ ０５６５－３６－５９２１ 

     E-mail choutatsu@toyota-ct.ac.jp 

（２） 企画提案書の提出方法 

    ① 提出方法は，紙媒体を９部（着脱可能なクリップ等で１部ずつまとめること）とその電

子媒体（ファイル形式は Word形式，Excel形式，PowerPoint形式又は PDF形式とし，ファ

イル名は企画提案者の事業者名を付したものとすること。）を持参又は郵送（書留郵便等の

配達記録が残るものに限る。下記の７（５）で示す期限内必着）すること。 

     ●郵送の場合 

      ・配達記録が残る書留郵便又は宅配便等で送付すること。 

      ・提案書類は紙媒体及び下記②で示す電子データ形式で提出すること。 

      ・下記の７（５）で示す期日の１５時００分必着とし，消印有効とはしない。 

      ・公募締切後，受領通知を企画提案者の事務連絡先に送付する。 

     ●持参の場合 

      ・受付時間は，平日９時００分から１７時００分（１２時１５分から１３時００分を除      

く）とする。ただし，最終日のみ１５時００分までとする。 

      ・提案書類は紙媒体及び下記②で示す電子データ形式で提出すること。 

      ・下記の７（５）で示す期日の１５時００分必着とする。 



      ・公募締切後，受領通知を企画提案者の事務連絡先に送付する。 

    ② 電子データについて 

      ・電子データを持参又は郵送する場合は，CD-R又は USBメモリ等にて提出すること。 

・ファイルの形式は，Word形式，Excel形式，PowerPoint形式又は PDF形式とすること。 

・ファイル名は任意とするが，ファイル名の頭に必ず企画提案者の事業者名を【  】

で囲み付すこととする。 

（例：【株式会社○○】企画提案書.docx ※下線部は任意名称可） 

    ③ その他 

      ・企画提案書を提出する際には，組織の代表者名で，本件に対する応募の意思を明確に

示す書面を提出すること。 

      ・企画提案書に関する事務連絡先（照会先）を明記すること。 

・企画提案書は，本要領，実施細目及び審査基準を熟覧のうえ提案しなければならない。

この場合において，当該要領等に疑義がある場合は，前記７（１）に掲げる者に説明

を求めることができる。 

      ・企画提案者は，企画提案書の記載事項を訂正する場合は，当該訂正部分について，押

印をしておかなければならない。 

（３） 提出書類 

    ① 企画提案書（別紙様式２，３） ９部 

      ・用紙の大きさは，フロー及び図を除きＡ４判縦とする。 

      ・使用する文字の大きさは，原則として日本工業規格に基づく１０．５ポイント以上と

する。（ただし，フロー及び図に使用する文字は，この限りではない。） 

      ・企画提案書表紙には必ず所定の表紙（別紙様式２）を使用し，次に目次（様式任意）

を付すこと。（別紙様式２，目次，別紙様式３の順番で整理する。） 

       目次以降は指定の様式（別紙様式３－１～３－６）又は任意様式を用いて作成し，全

体をまとめて１部とすること。 

・作成にあたっては，各様式の記載上の留意事項に基づき作成すること。 

・内容が様式の枠を超える場合は，複数ページを作成し記載すること。 

・各様式の記載上の留意事項の表記については，その様式を複数ページに作成する際に

２枚目以降は省略し，空いたスペースの分，記載枠を広げてよいものとする。 

・各様式の右下下段に企画提案書の通しのページ数を付すこと。（表紙，目次はページ数

に含まないものとする。）フロー及び図についても，これに準じてページ数を付すこと。 

・記載事項の該当項目がない又は記載を希望しない場合，その旨を明記すること。 

・各様式の説明で裏付けとなる資料（決算書，パンフレット等）は様式の指示に従い，

適宜添付すること。 

    ② その他添付書類 

      ・令和元年度の一般競争（指名競争）参加資格の資格審査結果通知書（全省庁統一資格）

の写し             １部 

      ・飲食店営業許可書等の写し    １部 

      ・会社パンフレット（コピー可）  １部 

      ・別紙様式４による誓約書     １部 

 



      ・参考見積書（本事業を委託する場合の委託費について任意様式（税込）で記載するこ

と）              １部 

      その他，選考にあたって必要な書類を後日求めることがある。 

 

（４） 企画提案書の無効 

     企画提案書で次の各号の一に該当するものは，これを無効とする。 

    ① 公告及び本要領に示した参加資格のない者の提出したもの 

    ② 下記の７（５）の提出期限までに企画提案書が本校に到着しなかったもの 

    ③ 虚偽の内容が記載されている提案書 

    ④ 書類に不備があるもの 

    ⑤ その他提案に関する条件に違反したもの 

 

（５） 企画提案書の提出期限等 

     提出期限：令和元年１１月２９日（金）１５時００分【必着】 

     提 出 先：上記７（１）に示す場所 

 

（６） その他 

・企画提案書の作成にあたって実施要領等について質問がある場合は，質問書（別紙様式５）

により７（１）で示す連絡先まで提出すること。電話又は窓口での質問は一切受け付けな

い。 

    ・企画提案書に使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

    ・企画提案書等の作成費用については，選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。 

    ・提出された企画提案書等については，返却しない。 

    ・企画提案書は，本手続き以外に提案者に無断で使用しない。ただし，提案者の公正性，透

明性及び客観性を確保するため必要があるときは，公表することがある。 

    ・企画提案書の作成のために本校より受領した資料等は，本校の了解なく公表又は他の目的

のために使用することはできない。 

 

８ 選定方法等 

（１） 選定方法 

     選定委員会において，①書類選考と②実技選考を実施し，評価項目の得点合計が最も高い

者を「契約予定者」として選定する。 

    ① 書類選考（第１次選考） 

       選定委員会において，提出された企画提案書の書類選考を実施する。なお，書類選考

により実技選考対象者（３者以内）を選出する。また，参加者から提出された企画提案

書が実施細目に示す要求要件を満たしていないとの判定がなされた場合には不合格と

し，選考の対象から除外する。 

    ② 実技選考（第２次選考） 

       選定委員会において，実技選考対象者のプレゼンテーション及び給食実食による実技

選考を実施する。 

 



（２） 審査基準 
     別途定めた審査基準のとおり。 
（３） 選定結果の通知 
     選定終了後，７日以内に全ての提案者に選定結果を書面で通知する。なお，審査内容に関

する公表は行わない。 
 
９ 契約締結 
   選定の結果，契約予定者と企画提案書を基に契約条件を調整し，契約内容について協議が整っ

た後に契約を締結する。 
この際，必要に応じて業務計画書等の書類提出を求める場合がある。 

   なお，契約金額については，業務計画書の内容を勘案して決定するものとするので，企画提案

者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また，契約条件等が合致しない場合には，

契約締結を行わない場合がある。 
   何らかの理由により契約予定者との契約締結に至らなかった場合は，上記８（１）の評価項目

の得点合計が次に高かった者を，契約予定者とする。 
 
１０ スケジュール 
  ① 公 募 開 始    ：令和元年１０月２５日（金） 
  ② 業務内容等説明会   ：令和元年１１月 ７日（木）１４時００分 

③ 参加表明書受付    ：令和元年１１月１４日（木）１７時００分【必着】 
  ④ 質疑応答期間      ：令和元年１０月２５日（金） 

～令和元年１１月２２日（金）１５時００分 
     質問内容は必ず質問書【別紙様式５】に具体的に記入の上，メール添付又はＦＡＸ送付の

いずれかの方法で７（１）で示す場所へ提出すること。 
窓口，電話，メール本文及び質問書以外の様式での質問は受け付けない。 

  ⑤ 企画提案書提出期限  ：令和元年１１月２９日（金）１５時００分【必着】 
  ⑥ 第１回選定委員会（書類選考） 

：令和元年１２月上旬 
  ⑦ 実技選考事前説明会  ：令和元年１２月１８日（水） 
  ⑧ 実 技 選 考    ：令和元年１２月２３日（月） 

⑨ 第２回選定委員会   ：令和元年１２月下旬 
  ⑩ 契約予定者との契約条件調整 
               ：令和元年１２月下旬 
  ⑪ 結 果 通 知    ：令和元年１２月末まで 
  ⑫ 契 約 締 結    ：令和２年 １月上旬まで 
  ⑬ 契 約 期 間    ：令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 
               （契約期間終了後は１年毎に更新，最長で令和７年３月３１日まで） 
１１ その他 
  （１）事業実施にあたっては，契約書及び企画提案書等を遵守し，本校担当者と十分に協議の上

行うこと。 
  （２）企画提案書等の作成，提出，説明会及び実技選考に参加するための旅費交通費並びに給食



実食にかかる食材費等，本企画競争参加に係る一切の費用は，審査結果のいかんにかかわら

ず全て企画提案者の負担とする。 

  



別紙様式１ 

 

 

企画競争参加表明書 

 

 

  下記の件にかかる企画競争について，ここに参加を表明いたします。 

 

 

   件 名： 豊田工業高等専門学校学寮給食，一般食堂及び売店業務委託 

 

 

                                令和元年  月  日 

 

 豊田工業高等専門学校 

 契約担当役 事務部長 千葉 直樹 殿 

 

 

 

                 住    所 

                  商号又は名称 

                  代表者氏名                 印 

 

 

 

                  （担当者） 

担当部署 

                   氏  名 

                   電話番号 

                   Ｆ Ａ Ｘ 

                   Ｅ－mail 

  





別紙様式２ 

 

整理番号  

                                 ※整理番号は担当係で記入する。 

 

 

 

 

豊田工業高等専門学校学寮給食，一般食堂及び売店業務委託 

 

企 画 提 案 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年  月  日 

 

 

 

                       住    所 

                       商号又は名称 

                       代表者氏名 

                                     代表者印又は社印 

 

                       担当者氏名 

                       電話番号 

                       ＦＡＸ 

                       Ｅ－ｍａｉｌ 

 

 

 

注）社印及び代表者印を押印してください。 





別紙様式３－１ 

 

会社概要及び受託請負実績について 

（１）本社，支店の設置場所，会社全体の業務内容，組織体制，会社総従業員数，正社員数（うち

管理栄養士，栄養士及び調理師数も示してください）について記載し，別添としてパンフレット等

を提出してください。 

（２）直近３年の各会計年度における流動資産，固定資産，その他資産，流動負債，固定負債，資

本及び売上高，計上利益，当期純利益の推移を記載し，別添として決算関係書類を提出してくださ

い。 

（３）過去５年間に１回の食事（朝食・昼食・夕食）がそれぞれ５００食以上の喫食の実績，及び

売店業務の実績について記載（複数回答可）し，国立高等専門学校・国立大学等文部科学省関連各

機関における実績があれば，契約書の写しも併せて添付してください。 

（４）過去５年間に食品衛生法の営業禁停止が有れば，事業部門，発生年月日，内容，対処方法に

ついて詳細に記載すること。 

 

 

【ページ数    （通し番号）】 



別紙様式３－２ 

 

業務実施体制について 

（１）今回の業務委託に係る実施体制図（調理関係業務だけでなく，給食費の徴収業務等も含む）

を体制内の人数，役割分担，作業従事者の管理体制，報告体制（本社，営業所なども含め）を併

せて提示して下さい。 

（２）作業従事者の資格・経験内容，雇用計画，従事者の休暇等における代替者確保体制等につ

いて提示してください。 

（３）食材の安全確保及び食事の安定供給体制について提示してください。また，食材の仕入れ

先も併せて提示してください。 

（４）食材の地産地消の取り組みついて提示してください。 

（５）電子マネーへの対応について提示してください。 

（６）改善要求への対応方法について記載してください。 

（７）業務上知り得た学生の個人情報の管理方法について提示してください。 

 

 

【ページ数    （通し番号）】 



別紙様式３－３ 

 

衛生管理・危機管理について 

（１）事業者としての衛生管理対策や考え方，指導・検査体制，従事者の健康管理対策等について

提示してください。 

（２）調理事故・異物混入等発生時の対処体制，生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）等の損害賠償制

度の加入状況について提示してください。 

（３）大地震等の事故発生時の対応（マニュアル等）について提示してください。 

 

【ページ数    （通し番号）】 



別紙様式３－４ 

 

学寮給食業務に関する事項 

（１）学寮給食に対する基本的な考え方，その意義や特色に対する理解度，給食調理業務に取り組

む意欲等について提示してください。 

（２）学寮給食について，朝食・昼食・夕食，及び食券等の販売による朝食・昼食・夕食（それぞ

れ複数メニューからの選択制を想定し）の各１ヶ月分（令和元年１２月の学寮予定表を想定）の献

立表をエネルギー及び主要な栄養成分表示も含めて提示してください。（様式は任意） 

（３）細目を満たすことのほか，献立作成基準について提示してください。 

（４）食物アレルギーや宗教上等の理由による喫食制限がある者への食事提供方法及び一時的な体

調不良者への病人食の提供方法について提示してください。 

 

【ページ数    （通し番号）】 



別紙様式３－５ 

 

一般食堂業務に関する事項 

（１）教育機関における一般食堂業務に対するポリシーについて記載ください。 

（２）献立作成基準について提示ください。 

（３）昼食・夕食の各１週間分の日替定食の献立表について，販売予定金額と合わせて提示くださ

い。 

（４）実施細目に示したメニューについて，内容（量，食材等）及び販売予定金額について記載く

ださい。 

（５）実施細目に示したメニュー以外に提供可能なものがあれば，内容（量・食材等）及び販売予

定金額について記載ください。 

（６）利用者確保のための対策について記載ください。 

（７）営業日及び営業時間以外での，クラブ活動等で食事を必要とする場合の対応について記載く

ださい。 

 

【ページ数    （通し番号）】 



別紙様式３－６ 

 

売店業務に関する事項 

（１）教育機関における売店業務に対するポリシーについて記載ください。 

（２）夏季休業等長期休業期間中等の営業が可能かどうか記載ください。 

また，上記期間の営業が困難な場合は，代替手段について提示ください。 

（３）販売可能なものについて，具体的に品名及び金額について提示ください。 

（４）利用者確保のための対策について記載してください。 

（５）学生談話室の活用方法を具体的に記載してください。 

 

【ページ数    （通し番号）】 



別紙様式４ 

 

令和  年  月  日  

 

 

誓 約 書 

 

 

 

 豊田工業高等専門学校 

契約担当役 事務部長 千葉 直樹 殿 

 

 

 

                        住所  

                        会社名  

                         代表者名              印 

 

 

 弊社は，「豊田工業高等専門学校学寮給食，一般食堂及び売店業務委託」について，貴校と委託契約

を締結した場合，独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則に従い，実施細目を熟知の上，

責任をもって業務を履行することを誓約します。 

  





別紙様式５ 

 

令和  年  月  日 

 

質 問 書 

 

豊田工業高等専門学校（FAX 0565-36-5921 choutatsu@toyota-ct.ac.jp） 宛 

 

 豊田工業高等専門学校学寮給食，一般食堂及び売店業務委託に係る，次の事項について質問します。 

 

商号又は名称  

質問者 

（連絡先） 

部署： 

氏名： 

回答送信先 E-mail： 

 

項目  

質問事項  

質問内容 

 

注） 質問内容は「項目毎に別葉で作成」してください。 

 





別 紙 

企画書提案内容 

 

【書類審査】 

１ 会社概要及び受託請負実績について 

（１）本社，支店の設置場所，会社全体の業務内容，組織体制，会社総従業員数，正社員数（うち

管理栄養士，栄養士及び調理師数も示してください）について記載し，別添としてパンフレ

ット等を提出してください。 

（２）直近３年の各会計年度における流動資産，固定資産，その他資産，流動負債，固定負債，資

本及び売上高，計上利益，当期純利益の推移を記載し，別添として決算関係書類を提出してく

ださい。 

（３）過去５年間に１回の食事（朝食・昼食・夕食）がそれぞれ５００食以上の喫食の実績，及び

売店業務の実績について記載（複数回答可）し，国立高等専門学校・国立大学等文部科学省関

連各機関における実績があれば，契約書の写しも併せて添付してください。 

（４）過去５年間に食品衛生法の営業禁停止が有れば，事業部門，発生年月日，内容，対処方法

について詳細に記載すること。 

 

２ 業務実施体制について   

（１）今回の業務委託に係る実施体制図（調理関係業務だけでなく，給食費の徴収業務等も含む）

を体制内の人数，役割分担，作業従事者の管理体制，報告体制（本社，営業所なども含め）

を併せて提示して下さい。 

（２）作業従事者の資格・経験内容，雇用計画，従事者の休暇等における代替者確保体制等につ

いて提示してください。 

（３）食材の安全確保及び食事の安定供給体制について提示してください。また，食材の仕入れ

先も併せて提示してください。 

（４）食材の地産地消の取り組みついて提示してください。 

（５）電子マネーへの対応について提示してください。 

（６）改善要求への対応方法について記載してください。 

（７）業務上知り得た学生の個人情報の管理方法について提示してください。 

 

３ 衛生管理・危機管理について   

（１）事業者としての衛生管理対策や考え方，指導・検査体制，従事者の健康管理対策等につい

て提示してください。 

（２）調理事故・異物混入等発生時の対処体制，生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）等の損害賠償

制度の加入状況について提示してください。 

（３）大地震等の事故発生時の対応（マニュアル等）について提示してください。 

 

４ 学寮給食業務に関する事項 

（１）学寮給食に対する基本的な考え方，その意義や特色に対する理解度，給食調理業務に取り

組む意欲等について提示してください。 



（２）学寮給食について，朝食・昼食・夕食，及び食券等の販売による朝食・昼食・夕食（それぞ

れ複数メニューからの選択制を想定し）の各１ヶ月分（令和元年１２月の学寮予定表を想定）

の献立表をエネルギー及び主要な栄養成分表示も含めて提示してください。（様式は任意） 

（３）実施細目を満たすことのほか，献立作成基準について提示してください。 

（４）食物アレルギーや宗教上等の理由による喫食制限がある者への食事提供方法及び一時的な

体調不良者への病人食の提供方法について提示してください。 

 

５ 一般食堂業務に関する事項 

（１）教育機関における一般食堂業務に対するポリシーについて記載ください。 

（２）献立作成基準について提示ください。 

（３）昼食・夕食の各１週間分の日替定食の献立表について，販売予定金額と合わせて提示くだ

さい。 

（４）実施細目に示したメニューについて，内容（量，食材等）及び販売予定金額について記載

ください。 

（５）実施細目に示したメニュー以外に提供可能なものがあれば，内容（量・食材等）及び販売

予定金額について記載ください。 

（６）利用者確保のための対策について記載ください。 

（７）営業日及び営業時間以外での，学校行事又はクラブ活動等で食事を必要とする場合の対応

について記載ください。 

 

６ 売店業務に関する事項 

（１）教育機関における売店業務に対するポリシーについて記載ください。 

（２）夏季休業等長期休業期間中等の営業が可能かどうか記載ください。 

また，上記期間の営業が困難な場合は，代替手段について提示ください。 

（３）販売可能なものについて，具体的に品名及び金額について提示ください。 

（４）利用者確保のための対策について記載してください。 

（５）学生談話室の活用方法を具体的に記載してください。 

 

【実技審査】 

７ プレゼンテーション 

（１）実施細目を満たしたうえで，企画提案者と契約した場合に本校にとって有意義な点につい

てアピールしてください。 

（２）上記４（２）の献立１か月分について，寮生を６００名と想定し，経費を具体的に算出根

拠（様式は任意）も含めて提示してください。また，給食実食で指定したメニュー１食当た

りの経費も同様に提示してください。 

（３）質疑応答 

 

８ 給食実食 

（１）学寮給食については，上記４（２）の献立中から指定するメニュー一式，一般食堂につい

ては，日替定食から指定するメニュー一式を審査します。 

   なお，食材や調理法は業務を委託された場合に継続的に提供可能なものとし，本審査に限



り特別なものを用いないこと。 

 


